
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

国分寺市 

市民部 人権平和課 

国国国分分分寺寺寺市市市指指指定定定保保保養養養施施施設設設   

利利利用用用助助助成成成のののごごご案案案内内内  
令和 8年 4月 1日～令和 9年 3月 31日 

姉妹都市 新潟県 佐渡市 

＜＜申申請請場場所所・・人人権権平平和和課課＞＞  

国分寺市役所 ４階 

世界文化遺産 佐渡島の金山 佐渡おけさ 



国分寺市指定保養施設利用助成について 
 

市民の皆様の保養と余暇の充実のため、また、姉妹都市との交流を深めることを目的に、市の指定

した保養施設を利用する方に助成を行います。 

 

対 象 者  申請の時点で国分寺市に住民登録されている方。または、国分寺市勤労者福祉サービス 

センター会員の在勤者及びその家族。 

 

助 成 金  小学生以上 １人 ３，０００円   

 

助成回数  年１回（年間 160人まで） ※同じ年度内に宿泊費助成を受けることができるのは、 

                  佐渡市または飯山市どちらかの指定保養施設となります。 

 

申請方法  利用する保養施設に直接予約をした後、必ず旅行日前（おおむね２週間前まで）に、 

人権平和課で申請してください。保養施設利用者全員の氏名、住所、生年月日、連絡先を

記入する必要があります。住民登録確認後、後日利用券を発行・郵送します。 

       

助成方法  保養施設到着時に、利用券を施設へお渡しください。 

宿泊料金支払の時に助成金額が差し引かれます。 

 

            旅行から帰ってからの申請（事後申請）は、受け付けることができません。 

10名程度以上の団体旅行等の場合は、申請前にご連絡ください。 
 

 

旅行業者・旅行代理店業者を通じて旅行の申込みをし、すでに旅行代金を支払った方 
 

必ず旅行日前（おおむね２週間前まで）に、人権平和課で申請してください。 

旅行から帰ったら、以下①～③を人権平和課に提出してください。助成金を振り込みます。 

① 「宿泊証明」（利用施設発行） 

② 旅行会社発行の「旅行代金領収書」のコピー 

※注「旅行代金領収書」のあて名は、必ず申請者の名前にしてください。 

③助成金請求書（申請時に用紙をお渡しします） 
 

※施設の宿泊料金等は、予約の際に各施設にてご確認ください。 

※指定保養施設は、変更になる場合があります。 
 

★佐渡市での薪能鑑賞にも助成があります（有料の場合のみ）★ 

指定保養施設を利用した方が、佐渡市で薪能を鑑賞した場合、その料金の一部（または全部）を助成します。

詳細は人権平和課にお問い合わせください。 

 

注意！ 

←詳しくはこちらのＱＲ

コードからも見ること

ができます。 



地区 ＮＯ 施　設　名 住　所（佐渡市） ☎（0259)

1 朱鷺伝説と露天風呂の宿　きらく 原黒658 27-6101

2 夕日と湖の宿　あおきや 原黒685 27-4145

3 ホテル志い屋　（改装のため閉館中） 加茂歌代4916-7 27-2127

4 ホテルニュー桂 原黒696-1 27-3151

5 佐渡加茂湖温泉 湖畔の宿 吉田家 両津夷261-1 27-2151

6 SADO二ツ亀ビューホテル 鷲崎1116-2 26-2311

7 みなみ旅館 住吉215-1 27-5621

8 住吉温泉　寿月館 住吉229 27-7069

9 福助屋旅館 願275 26-2358

10 まるか旅館 両津夷358 27-2325

11 相川温泉　いさりびの宿　道遊 相川鹿伏333-1 74-3381

12 伝統と風格の宿　ホテル万長 相川下戸町58 74-3221

13 尖閣荘 姫津1431-2 75-2226

14 SADO RESORT HOTEL AZUMA 相川大浦548-1 74-0001

15 SADO NATIONAL PARK HOTEL OOSADO 相川鹿伏288-2 74-3300

16 ホテルファミリーオ佐渡相川 小川1267-1 75-1020

17 民宿　敷島荘 稲鯨1354 76-2640

18 民宿　七浦荘 橘1586-3 76-2735

19 民宿　たきもと 相川大浦1429-3 74-3103

20 佐渡ベルメールユースホステル 姫津369-4 75-2011

21 古民家　お休み処　自然心遊 相川米屋町17 080-2958-9866

22 ふれあいハウス　潮津の里 背合38 55-3311

23 佐渡海洋深層水風呂 ご縁の宿 伊藤屋 真野新町278 55-2019

24 静海荘　SEIKAISO 真野新町157 55-3151

25 弁天シーサイド(季節営業） 椿尾967-1 58-2215

26 国際佐渡観光ホテル 八幡館 八幡2043 57-2141

27 浦島 窪田978-3 57-3751

28 お宿　宝家 小木町280-1 86-3165

29 小木温泉　旅館　かもめ荘 小木町11-7 86-2064

30 御宿　花の木 宿根木78-1 86-2331

31 サンライズ城が浜 三川2915 87-3215

32 おぎの湯 小木町1494-6 86-1555
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★指定保養施設の詳細、島内の観光、薪能、レンタカー、タクシー 

     

さど観光ナビ（一般社団法人 佐渡観光交流機構） 
      
℡ ０２５９－２７－５０００ （年中無休 8時 30分～17時 30分） 

    HP httpｓ://www.visitsado.com 
 

★ジェットフォイル、カーフェリー 

      佐渡汽船 予約センター 
     
℡ ０２５－２４５－６１２２ （10時～17時 ※日/祝日/年末年始休業） 

HP http://www.sadokisen.co.jp (インターネット予約可) 

 

 

  

◆利用申請についての問合せ・受付◆ 
 

国分寺市 市民部 人権平和課 

国分寺市泉町２－２－18 

国分寺市役所 ４階 

 

電話：042-312-8694 

E メール: jinkenheiwa@city.kokubunji.tokyo.jp 

※メールでの申請はできません。 

 

申請受付時間 

９時～12時／13時～16時 30分 

（土・日・祝日・年末年始を除く） 

佐渡旅行に関する問合せ先 


